
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

二

二

六

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
二
六
号

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
に
よ
る
蓄
財
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
に
よ
る
蓄
財
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
記
述
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
「
日
本
は
世
界
で
物
価
の
最
も
高
い
国
の
一
つ
」
で
あ
る
と
必
ず
し
も
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
在
外
職
員
の
本
俸
に
は
通
常
住
民
税
を
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
第
三
十
九
条
及
び
第
三
百
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
税
の
賦
課
期
日
が
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年

の
一
月
一
日
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
期
日
に
お
い
て
国
内
に
住
所
を
有
し
、
当
該
年
度
中
に
在
外
勤
務
と
な
っ
た
職
員
に

つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
住
民
税
を
課
税
さ
れ
、
本
俸
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
個
々
の
職
員
の
貯
蓄
等
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


